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経済論叢(京 都大学〉第157A一策1号,1996年1月

イギ リス土 地 貴 族 デ ヴ ォ シシ ァ公爵 の

ア イル ラ ン ド所 領経 営

の

本 多 三 郎

は.じ め に

ア イ ル ラ ン ド南 部 ウ ォー ター フ ォー ド県 西 部 を流 れ る ブ ラ ック ウ ォー タ ー河

畔 に,リ 界モ ア城 が 欝 蒼 と周 囲 を 威 圧 す る よ うに立 っ て い る。12世 紀 末 に建 て

られ た リス モ ア城 は 今 もな お イ ギ リ ス の デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵TheDukeofDe-

vonshire(キ ャヴ ェ ンデ ィ ッシ ュ家 〉 が 所 有 して い て,代 理 人 が管 理 して い る。

か つ て,同 公 爵 家 は この ウ ォー ター フ ォー ド県 と そ の西 隣 の コ ー ク県 に地 方 税

評 価 額3万 数 千 ポ ン ドの土 地6万 エ ー カ ー強 を所 有 し てい た 。 同 家 は本 拠 イ ン

グ ラ ン ドの ダー ビ シ ァを 中心 に した総 計14万 エー カー にの ぼ る土 地 の ほ か に,

ア イ ルラ ン ドに も広 大 な所 領 を有 して い た の で あ るL,。 リ スモ ア城 は こ の ア イ

ル ラ ン ド所 領 の 管 理拠 点 で あ っ た。

本稿 は この デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 家 の アイ ル ラ ン ド所 領 を取 り上 げ る。 周 知 の よ

うに,同 公 爵 家 は ウ イ ッグ土 地 貴 族 の.代表 的 存 在 で あ り,し か もイ ギ リス に よ

る ア イ ル ラ ン ド支 配 と深 く関 わ って きた 。 また 同公 爵 家 は アイ ル ラ ン ド最 大 の.

不 在 地 主 の一 人 で あ り,そ の 土 地所 有 は イギ リス に よ る ア イ ル ラ ン ド土 地 支 配

の歴 史 を色 濃 く映 しだ して い る%

同公 爵 家 は また 近 年 にお け る.イギ リス1.L地所 有 研 究 に お いて た びた び取 り上

1)..Bat㎝・n,J.,恥C剛 ・肱・㎞ げG・…8肋 ぬ 。〃 舳 鳳4・h砿1脚 岬..。d ..ユ97。、
2)キ ャヴェンディッシュ家.同 家とアイルラン ドの関係については,拙 稿 「イギリス土地貴族の
アイルランド所領～デヴォンシァ公爵領のばあい」(経済史研究会編 『欧米資本主義の史的展開」

悪文閣,1996年 所収}参 照。
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げ られ てい る。 イ ギ リスの 貴 族 的 大 土 地所 有制 の20世 紀 初 頭 に至 る まで の 生 命

力 の強 さ の秘 密 を解 く典 型 事 例 と して,あ る い は ま た,人 笑 帝 国 に陰 りが さ し

か け て きた ユ9世紀 末 よ り第 一 次 大 戦 前 後 に か け て 見 られ る,イ ギ リ.ス大 土 地 所

有 制 の 歴 史 的終 焉 過 程 を示 す 事 例 の 一 つ と して取 り上 げ られ て きて い る㌔ 本
碑

稿はこのデヴォンシァ公爵家のアイルランド所領を取 り上げ,イ ギリス大土地

所有制を歴史的に支えてきたアイルランド地.肺lj度の頂点部分に分析のメスを

入れることを課題 とする。

かつてマルクスは,ア イルランド地主制度を 「イギ リ.ス土地寡頭割の堡塁」

として位置づけた。大英帝国の政治的軍事的機構に独自の決定的地位を占めて

いる.イギリ.ス土地寡頭制。アイルランドから 「富の大きな源泉」だけでなく,

「最大の精神的力」=ア イルランド支配を代表する力を獲得するイギリス土地

貴族。広汎な小規模零細農民を支配するアイルランドの大土地所有でもある.イ

ギリスの近代的大土地所有(資 本 ・土地所有 ・賃労働の三分割制)。 この大土

地所有制支配下のアイルランドを,安 価な食糧 ・資本 ・労働力の供給源として

自らの再生産の必須の一環に組み込んだ 「世界の工場」イギリス産業資本と,

アイルランド人労.働者 との確執によ.り分裂 しているイギリス労働者階級。こう

、した全機構的連関把握による,「イギリス土地寡頭制の堡塁」 ζしてのアイル

ランド地主制度の位置づけである㌔

3)こ う した近年 の.イギ リス土地所有研 究状況については.阿 知羅 隆雄 「}9世紀 イギリス大土地所

有貴 族 と抵当債務」 「北 見工業大学研 究報告」第23巻 第2号,1992年 を見られたい。日本におけ

る研 究 としては,同 「ig世紀 前半期 イギ リスの ファ・.ニスにおける土地寡頭制 と鉄鉱山菜」 京都

大学 『経 済論叢』 第136巻 第2号,1985年 に続 く連続論文3篇.同 「19世紀 中葉 期 イギ リス にお

け る大 土地所有貴族 の企業活動 と家産管理一一フ ァー.ニスにおけ るDevo弼hire公 爵の場合」 「北

見工業 大学研究報告」 第22巻 筆1号,1990年,「 バ ックス ・ブリ タニカの崩壊 と大土地所有貴族

の後退」同上,第24巻 第1号,1992年,浜 田正行 「「土地貴園 の 『株式 ・債券 保有貴族1へ の

転身過程 」(桑 原莞爾他編 「イギ リス資 本主 義 と帝 国主義世界』九州大学出版会,1990年 所収),

同 「イ ギリスにお ける大 土地所有制 の崩壊 と自作農制の形成」{同 線 「20世紀的世界の形成』..南

窓仕,1994年 所収),そ の他がある。

4)マ ル クスのア イルラン ド論 について は,拙 稿 「19世紀 後半 アイル ラン ドの土地 闘争 と土地立

法」京都大学 「経 済論叢』第112巻 第1号,1973,同 「民族問題 の緯済学」(島 恭彦監修 「講座

現代経済学 第1巻 経 済学入 門」青 木書店,1978年 所収)を 参照。なおマル クス自身の所論 につ

いては,「総評議会か らラテ ン系ス イス連合評 議会へ」『マル クス ・エ ンゲルス金製 大月香店,ノ



イギリス土地貴族デヴォンシァ公爵のアイルラ.ンド所領経営 〔31)31

デヴ オン シ ァ公 爵 キ ャ ヴ ェ ン.ディ ッ シ ュ家 は この イ ギ リス土 地 寡 頭 制 の 中枢

に長 き にわ た り位 置 して きたD一 一事 例 にす ぎな い とはい え,デ ヴ ォン シ ァ公 爵

家 ア イ ル ラ ン ド所 領 の 分 析 は,イ ギ リス土 地貴 族 に とっ て ア イ ル ラ ン ド所 領 が

もつ 意 義,か れ らの 力 の 源 泉 を探 り出 す 第 一歩 とな るで あ ろ う。

近 年 ま た ア イ ル ラ ン ド土 地 問 題研 究 に あ って も,デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 家 が よ く

取 り上 げ られ る。19世 紀 ア イル ラ ン ド土 地 問 題 ば 神 話 で あ っだ),と の極 論 も

飛 び 出す 研 究 状 況 の なか で,公 爵 家 は アイ ル ラ ン ドの 「温 情 的地 主」 の 典 型 と

して描 か れ て い る%は た して 本 当だ ろ うか 。本 稿 は この 種 の 議 論 に た いす る

批 判 を意 図 してい る。

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 家 の ア イ ル ラ ン ド所 領(6万 エ ー カ ー強)は,南 部 マ ンス

タr地 方 ウ ォー タ ー フ ォ ー ド県 と コー ク県 に広 が る,リ ス モ ア,タ ロ ウ ・キナ

タル 「 ン,バ ン ドン,ヨ 」 ル,ダ ン ガー ヴ ァ ンそ の他 の所 領 か ら構 成 され て い

た 。で は,こ の デ ヴ ォン シ ァ公 爵 の.アイル ラ ン ド所 領 の経 済 的価 値 の 実 現 は ど

の よ うな もので あ った か,実 現 の 規模,そ の あ り方,実 現 の条 件 と方 法,総 じ

て イ ギ リス土 地 貴 族 デ ヴ ォン シ ァ公 爵 に と って もつ ア イ ル ラ ン ド所 領 の意 義,

こ う した 諸 点 を デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 文 書 ≡ リス モ ア文 書Lis-

moreCastlePapers"の うち に探 り出す こ と に しよ う。

1「 閣下の口座への送金」

イ 地 代 ・家 賃 の 安 定 的 徴 収

1869年 度(1869年3月26日 よ り1870年3月25日)の デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 ア イ ル

ラ ン ド所 領 元 帳 δ,(以 下,1869年 度 元 帳,あ る い は 単 に 元 帳 と の み 略 記)の バ

、第16巻 その他参照。

5)Solow,B.L、,TheLandQrzestionandtheIrishEconomy,1870-1903,1971.

6)Donndly,J.S.,TheLandandPeopleofNineteenth-CenturyC,q1972.

.7)主 として公爵の アイル ラン ド代理人の予による地代帳等 の リスモア文書は,ア イル ラン ド国立

図書館 に一部が移管され,残 りば今 もって リスモア城 に保存 されてい る、前者は18世 紀末よ り19

世紀のお よそ70年 代頃までの地代帳等 であ り,後 者 はそれ以降の所領文書であ る。本稿は アイル

ラン ド国立図書館所.蔵の リスモア文書の..部 の分析結果で ある。

8)RentaloftheIrishEstatesof.HisGmcetheDukeofDevonshkeforoneyearendedIadyノ
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表1デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 バ ラ ンス ・シー ト (1869.3.26～70.3,25)

担負代地

金

税

入

ユ

越

の

収

代
分

繰

地
10

雑嚢

合 計

£d8

3983172X

4214978渥

18091310渥1

£47942189Y

閣.下の口座への送金

リスモ ア
タ1]ウ 等での工 事その他

免役地代 ない し直属受対 者地代

補 償

諸 税

諸 雑 費

寄付,学 校,慈 善

森林、植 林

法 務 費 用

排 水

家 計 費758151

庭 園維持 費291169

バ ン ドン言昔経費

ヨール諸経 費

10分 の1税 地代 負担

管 理

小 計

未払い勘定235310.7%

現.金2810.47

合 計

d

O

s

O

£

㎜2

6043105

34242

412

2523171'/,

624.196

1753110

719164

195113

413.711

105011.10

898165

50711

2912114

322256

4279736%

5145152%

£47942189'/,

出 典)R㎝taloftheIrishEstatesofHisGracetheDuke〔pfDevDn5hireforoneyeaτ 鯉nd已d

LzdyDay1869,wi出theAppropriationoftheRece正ptsforoneyearendヒdLadアDay

1870,〃 瑚 σ解G廉 々 肺 ㎝ 螂 δ拓7(Irda配Na【ionalLibrary).

ラ ンス ・シ ー トに よれ ば(表1),収 入 は,繰 越 金3,984ポ ン ド弱,地 代 ・家 賃

rentsL10分 の1税 地 代 負 担impropriatetitherentcharges42,149ポ ン ド強,

雑 収 入1,810ポ ン ド弱,総 計47,943ポ ン ド弱 で あ った 。10分 の1税 地 代 負 担 徴

収 額4,647ポ ン ド強 を差 引 く と地 代 ・家 賃 徴 収 額 は37502ポ ン ドと な る。10分

の1税 地代 負 担 徴 収 額 が 収 入 に含 め うるか ど うか,今 この 点 は措 く と して,雑

、Day1869,withtheApprDpria【k)nohhe.ReceiptsforoneyearendedLadyDay1870,ム ゴ瑚o躍

CantlePapersMS6957(IElandNatbnaiI,rosary>.本 稿 が 依 拠 す る主 な 資 料 は これ で あ る。 本

資料 に よ る ば あい,以 下,い ち い ちそ の 点 に ば触 れ な い 。



イギリス‡地貴族デヴ才ンシァ公爵のアイルランド所領経営.(33>33

収 入 に比 べ て,地 代 ・家 賃 収 入 が 圧倒 的 割合 を 占 め て い る。.

雑 収.入は木 材 ・石 材 ・泥 炭 等 の 売 却益,家 畜放 牧 料,お そ ら く家 屋 修 繕 等 の

立替 代 金 の徴 収,リ ス モ ア ・ガ ス ・コー クス石 炭 会 社 配 当,あ るい は運 河水 門

通 行料 等 々 で あ る。 そ の うち木 材 ・石 材 ・泥 炭 等 売 却 益 は す くな くと も1.,188

ポ ン ド強 に の ぼ り,雑 収 入(1,81.0ボ ン ド弱)の 過 半 を 占 め て い る 。

　別 稿 で 確 認 した よ うに9〕,デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド ・リスモ ア所 領 で

は,公 爵 所 有 不 動 産 の 経 済 的 価 値(評 価 額)の 圧 倒 的部 分 は貸 出 不動 産 の もの

で あ っ た。 他 方,大 半 が 山 地 あ るい は植 林 地 か らな る 自己 保 有 不 動 産 の評 価額

はわ ず か で あ った 。 ユ869年 度 元 帳 か ら も,公 爵 の ア イ ル ラ ン ドにお け る土 地所

有 の経 済 的実 現 の ほ と ん どが 貸 出 しに よ る もので あ っ た こ とが確 認 で き る。 と

は い え,直 接 的 に はわ ず か の 経 済 的価 値 しか 実 現 しな い 山林 等 の 土 地(不 動

産)所 有 ≡地 域 に お け る.L地 独 占が,貸 出 し不 動 産 か らの 収 入 実 現 と,地 域 一.

円支 配 の前 提 で あ った;と い う まで もな い。 この点 は の ち に立 ち返 る こ とに し

て,収 入 の圧 倒 的 部 分 を 占め る地代 ・家 賃 につ い て さ ら に見 る こ と に しよ う。

1869年 度 元 帳 に 地 代6 .家賃 収 入 の全 体 状 況 が 示 さ れ て い る(表2)。10分 の

1税 地 代.負担 な らび に直 属 受 封 者 地 代chief■entsを 除 く地 代(家 賃)を 見 る

と,バ ン ドン所 領 が 最 大 の 収 入 を もた ら して い る。 次 い で タロ ウ ・キ ナ タル ー

ン所 領 と な り,リ スモ ア所 領 が 続 い て い る。 デ ヴ ォジ シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所.

領 の管 理 拠 点 は リ スモ ア城 にあ った 。 この リス モ ア城 に居 住 す る公 爵代 理 人が

直接 管 理 す る リス モ ア所 領 も1万 ポ ン ド以 上 の地 代(家 賃)収 入 を もた ら して

い るが,む しろバ ン ドン と タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン死)所領 が 大 き な地代(家 賃):.

収 入 源 と な っ てい る。 と りわ け バ ン ドン所 領 は,所 領 経 営 に割 か れ た 支 出 に比

べ て,は るか に大 き な地代(家 賃)収.入 を生 み 出す 地 位 に置 か れ て い た。 、

さ.て,1869年 度 の地 代 ・家 賃 額6:38,671ポ ン ド強,前 年 度 まで の 未徴 収 額 は

12,295ポ ン ド強,合 計50,966ポ ン ド強,こ れ が 徴 収 す べ き額 で あ った 。 この う

ち37,332ポ ン ドが 実 際 に徴 収 さ れ(前 受 分429ポ ン ド強 は 除 く),減 額分 と回収

9>前 掲拙稿 「イギリス土地貴族のアイルランド所領」。.



~2 Balance of Rentals (the Irish estates of the Duke o1 Devonshire)

Ralance nfRentals
Arrears emaining
duc Ladp Day 1868

Ove years Rem
due Lady Day &
Mmhaelmas 1859

Cash received ov
Awount Rent and Re
reipts in Advevce

Receipts in Adv~
ante to NlichaeL
mu 18fi9

.40mvance& Arm
ors Irrewverable
Rattan nH

.4rzears remeinivg
due Lady llay &
Mmhaelmas 1869

Rents

Randnn Hstate 2823 9 9~ 14039 9 154 13758 B 9h 24 12 11 42 lfi °. 3100 6 7h

Cork & Gillabbe9 219 B 9 61D B 3 617 1 c 34 17 8 137 17 11

Lismnre Esta~r 4638 14 8~ 11673 19 854 11638 IS 154 367 566 74 A 4485 4 3h

Tallow & Kinoawlo~m 4595 B 7 12345 7 3~ 11711 8 5 35 1 5 7WS 1 8 5076 7 2Ys

Chiel Rents 4 8 2Yr 42 1 7 36 12 1 3 3 9~ 13 1 1

12295 10 Oh 38671 5 1454 37762 fi 4 429 17 &h R31 70 3 12812 17 lYa

38671 5 ll54 429 17 854 37332 S 7'h

50966 lfi 37332 8 75's A21 10 3

50966 lE

Impropriate Trhe Rmt Charges

Parhhes in Cn.Cnrk 84 4 754 1211 R 5 1297 15 11'/. 0Y. 53 17 l~

Parishes N CoW'ateforrl 158 3 ' 7 3560 4 10 3900 9?r I 6 7 317 2 0~

242 8 254 4771 13 3 4647 16 B~ ai 1 5 7 190 19 2

4777 13 3 OY 4647 16 85£

5ozo ~ s3s 4647 16 8~ t 5 7

5250 1 5Yx

Total Balance of Rentals

Rent Rentals 12295 10 054 38671 5 11th 37762 6 4 429 17 85f 821 10 3 12812 17 llf

Rest Charge Rentals 242 6 2h 4777 13 3 4617 16 8~ OY 1 s 7 370 79 2

12537 18 3 43448 19 2!4 42320 3 0~ 429 17 8a/. ft22 15 10 13183 16 384
!, 43448 19 :~ 429 77 8s.; 41980 5 9

55986 17 5~ x1980 5 9 822 15 10

55986 17 5~

~~~ rr d

N
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本 能滞 納 分 を差 引 いて 次 年 度 に残 る滞納 額 は12,812ポ ン ド強 に な って い る。

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 の ア イ ル ラ ン ド所 領 は極 め て安 定 した 地代 収 取 を実現 して

お り,ま た土 地 所 有 の 「強 さ」 を示 して い る。 とい うの も,年 地 代 ・家 賃 額 の

97パ ー セ ン ト弱 を も実 現 して い て,わ ず か3パ 二 七 ン.トが 回 収不 能や 滞納 分 な

.どに毎 っ てい るだ けで あ る.。しか も,累 積 滞 納 分 はあ い か わ らず 年 地代 ・家賃

額 の3分 の1近 くに達 して い る 。つ ま り,公 爵 は多 数 の借 地 ・借 家 人 を地 代 ・

家 賃 未 払 い を 口実 に立 退 か せ る こ とがで きる条 件 を握 る一 方,年 地代 ・家 賃 額

の100パ ー セ ン ト近 くを実 現 して い た の で あ る 。

もっ と.も,こ れ ほ どの 安 定 的 地代 徴 収 は いつ で も見 られ た ので は な い。 表3

は1827年 度 か ら1869年 度 ま で の年 地 代 額(含 む家 賃)と,実 徴 収 額 と累積 滞 納

額 お よ び地 代 額 に対 す る割 合(徴 収 率 と滞 納 率)を 示 して い る。 な お,1854年

度 に比 べ て1864年 度 以 降 は地 代 領 が 大 き く下 が って い る。公 爵 が 地 代(家 賃)

を引 き下 げた の で はな い。1858年 か ら60年 にか けて ダ ン ガー ヴ ァン所 領 と ヨー

ル所 領 を売 却 した か らで あ る。

さ て,地 代 と家 賃 は 大 幅 で は な いが,漸 次 的 に引 き.Lげ られ て きて い る。 こ

の地 代(家 賃)の 回収 で あ るが,ユ830年 代 まで と40年 代 後 半 の あ の大 飢 饉 の渦

中 に滞 っ てい る。34年 と46年 に は70パ ー セ ン ト台 まで 下 が り,そ の結 果,滞 納

(率)が 増 大 して い る。.30年 代 まで と40年 代 後 半,滞 納 は 地 代 額(家 賃 額)の

お よ そ40パ ー セ ン トに 上 っ.てい る。27年 に は74パ ー セ ン ト(額 に して2万5千

ポ ン ド近 く)に もな って い る。 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 ア イル ラ ン ド所 領 に あ っ ては,

地 代(家 賃)の 引 き上 げ もさ る こ となが ら,徴 収 率 を 上 げ る,.し たが.って,滞

納 額 を少 な くす る こ とが重 要 な課 題 で あ った 。44年 度 に は前 年 度 まで の累 積 滞

納 分 も含 め て地 代 徴 収 が 大 幅 に改 善 され,そ の結 果 が100パ ー セ ン ト以 上 の 徴

収 率 とな って い る 。 この徴 収 率 の改 善 は,40年 代 後 半 の 大飢 饉 に よ り一 時 頓 挫

した の.ち(と い って も,48年 の90パ ーセ ン ト以 上 に見 られ る よ うに,大 飢 饉 に

よ って も公 爵 領 の 地代 収 取 は さ ほ ど打 撃 を受 けな か った と.いうほ うが 的 を射 て

い る で あ ろ う),50年 代 以 降 再 び 達 成 さ れ た の で あ った 。 こ う して,年 地 代
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表3地 代 額 ・実 徴 収 額 ・滞 納 額 ・送 金 額(1827-69年 度)

(ポ ン ド,シ リ ン グ以 下 切 り捨 て〉

年度 地代額 実徴収額 徴収率 滞納額 滞納率 送金額 送金率

1827 33,258 28,055 84.4 24,633 74.1 21,241 75.7

1829 33,138 26,503 80.0 16,372 49.4 16,429 62.0

1834 34,327 27,079 78.9 16,672 48.6 18,944 70.0

1839 36,282 30,641 84.5 16,650 45.9 23,750 77.5

1844 38,340 38,626 101.7 13,338 34.8 27,000 69.9

1845 .38,624 37,583 97.3 12,886 33.4 26,300 70.0

1846 39,ユ66 31129, 79.5 14,837 37.9 13.,300 42.7

1847 …39,321i 33,910 86.2 17,,467 44.4 19,500 57.5

1848 :39,582 35,956 90.8 18,933 47.8 18,400 51.2

1849 40,207 29,482 73.3 17,554 43.7 12,700 43.1

1850 41,047 32,562 79.3 14,334 34.9 9,950 30.6

1854 …41・271 40,070 97.1 13,251 32.1 19,000 47.4

1864 …38,4941 36,948 96.0 12,210 31.7. 23,000 62.2

1869 1ヨ8,671 37,332 96.5 12,812 33.1 22,000 58.9

1)年 度は春季支 払 日=聖 母マ リアの 日(3月25日)ま で の1年 間。1827年 度 は、1827.3.26か

ら翌年の3,25ま で。以 卜.同様。

2)地 代額は当該年度分 の地代 〔家 賃〉額。実徴 収額 は、年度 中に前年度までの滞納分 も含 めて

実際に徴収 した地代総額 か ら次年度前受額 を差引い た額。 なお、10分 の1税 地代負担 は除 いて

い るり

3)徴 収率=実 徴 収額÷地代額 ×100

の 滞納額は累積 滞納額.滞 納 率.一掃納額 ÷地代額x100

5)送 金率三送金額÷実徴収額 ×100

出典)NationalLibraryofIreland,LirmoreConkPapersMSS6933,6,38-44,6鯉5,6952脚

6957,695黛6961,6966,6973よ り作成、

(家 賃)の90パ ー セ ン ト台 後 半 の 徴 収 を 実 現 しな が ら,な お,.年 地 代 額 の3割

以.ヒ の 累 積 滞 納 が 常 態 化 して い た の で あ る 。...

近 年 の ア イ ル ラ ン ド土 地 問 題 の 研 究 に あ っ て は,デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 は 「温 情

的 地 主 」 の 典 型 と して よ く取 り上 げ ら れ る 。 確 か に,目 を 見 張 る よ う な 地 代 引

き上 げ は な か っ た 。 ま た,会 計 帳 簿 か ら 立 退 が 頻 繁 に お こ な わ れ た こ と も窺 え

.な い 。 だ が,地 代 ば 着 実 に 引 き..ヒげ ら れ て い て,し か も100パ ー セ ン ト近 く の

地 代 徴 収 が 慧指 さ れ,ま た 実 現 して い る 。 そ の う え に,依 然 と し て,多 数 の 借

地 農 ・借 家 人 が 滞 納 し て い て,公 爵 に 対 して 法 的 に 弱 い 立 場 に 置 か れ て い た の

.
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で あ る。.この事 情 が,借 地 農(借 家 人)を して 年 地 代(家 賃)額 の100パ ー セ

ン ト近 くを 納 め る こ とを 強制 して い た こ と十 分 に推 察 で き よ う。 した が って,

年 地 代(家 賃)額 の3割 以上 の滞 納 を抱 え なが ら も,年 地代(家 賃)額 の10割

近 くを 実 現 して い る借 地 農(借 家 人)の 存 在,こ う した 状 況 にあ って は,地 主

(家主)は 土 地 所 有 の経 済 的価 値 の 実 現 の た め に敢 え て 立退 の 手段 に訴 え る こ

と を しな い,と い う こ と も また い え よ う。 こ う した意 味 に お い て,デ ヴ ォ ン

シ ァ公 爵 の ア イル ラ ン ド所領 で は,安 定 的 な地 代 ・家 賃 収 入 を実 現す る 「安 定

的 な」 地 主(家 主)・ 借 地 農(借 家 人)関 係 が 維持 され てい たの で あ る。

脚

.口 公爵への送金実現のための所領経営

表1を 再 度 見 よ う。 ア イル ラ ン ド所 領 の1869年 度 支 出 の最 大 は 「閣 下 の 口座

へ の 送 金 」2万2千 ポ ン ドで あ る 。雑 収 入 を含 めた 粗 収 入4万4千 ポ ン ド弱 の

ち ょ うど5割 で あ る。 デ ヴ ォ ンシ ァ.公爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 は公 爵(イ ギ リ ス〕'

へ の多 額 の 送 金 を実 現 す るた め に経 営 され て い た とい っ て よい 。 この 点 は 送 金

額 の大 き さ(絶 対 額 と粗 収 入 に 占 め る 割合)か らだ けで な く,い ず れ の 年 度 の

バ ラ ンス ・シー トを と って も,そ の支 出欄 の トップ に 「閣下 の 口座 へ の 送 金」

が 位 置 して い る こ とか ら もい う こ とが で きる 。

さ て 「閣下 の 口座 」 は ロ ン ドン ドウエ ズ ト ミンス ター銀 行 に設 け られ て い た 。

同 口座 に1869年6月 か ら翌 年3月 に か け て13件 の送 金(総 額22、000ポ ン ド)が

振 込 まれ て い る。1件 当 た り最 高4、000ポ ン ド,最 低500tン ドで あ る。 公 爵 へ

の 送 金 は 頻 繁 に お こな わ れ て い た 。 しか も,現 金 出 納 帳CashBooksに よ る

と'q,代 理 人 は 手許 に現 金が 蓄 ま り次 第,ロ ン ドン送金 を繰 り返 して い る。 こ

の点 は,年 度 末 の2,3月 に 支 払 い が 集 中 して い る諸 工 事 費や 管 理 費,諸 税 あ

るい は寄 付 等 と決 定 的 に違 う。 諸 工 事 費 の35パ ー セ ン ト以 上,寄 付 等 の69パ ー

セ ン ト以 上 が2,3月 に,管 理 費 と諸 税 の96,84パ ー セ ン トが3月 に 集 中 して

10)AccountBookofReceiptsandDisbursementsoftheIrishEstatesofHisGracetheDukeof

Devonshireforoneyearended25March亘870,Lピ ∫"召π2(.',,ti,PapersMS7114.
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いる。他の支出,諸 経費の多 くは年度末に支払い,そ の間に入って.くる現金収

入は基本的に公爵への送金に当てられていたのである。しかも,そ の他の支出

はこの送金(公 爵個人の純収入)を 生み出すためのものであり,あ るいは,公

爵のアイルランドにおける貴族 としての生活,地 域の支配者としての地位を維
●

持 す るた め の もの な ので あ った 。.

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 ア イル ラ ン ド所 領 は まず は 第 一 に公 爵 へ の 送 金 を 実現 す る

た め に経 営 され て い た。1869年 度 に お け る実 徴 収 額 の うち59パ ーセ ン ト弱 が送

金 され て い る。 大飢 饉 の40年 代 後 半 を迎 え る まで は,こ.の 割 合(=送 金率)は

異 常 に高 く,60～70パ ー セ ン トに も達 レて い た 。 大 量 の 死 者 と,と りわ け合 衆

国へ の 大 量 の 移 民 を もた ら した大 飢 饉 の 渦 中 に お い て は,さ す が の デ ヴ ォ.ン

シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 も送 金 をす こ しは手 控 えざ る をえ な か った が,そ れ

で も,1850年 度 の31パ ー セ ン ト弱 は例 外 と して,実 徴 収 額 の40-50パ ー セ ン ト

を送 金 に 当て て い た 。 そ の後,送 金 の割 合 は60年 代 にお よそ60パ ー セ ン トに 回

復 し,実 額 も2万 ポ ン ドを超 す に至 ってい る。 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 は ア イ ル ラ ン

ドか ら,大 飢 饉 の 時 期 を除 い て毎 年2万 ポ ン ド超 の 大 金 を獲 得 して い た の で あ

る(表3)。

で は,こ の大 金 の ロ ン ドン送金 を生 み 出す 所 領 経 営 は どの よ うな もの で あ っ

.た の だ ろ うか 。 ア イ ル ラ ン ド所 領 の管 理 体 制 を次 に見 る こ と.にしよ う。

11所 領管理体制

イギ リ ス とア イ ル ラ ン ドの 各 地 に散 らば る デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 所 領 群 は ロ ン ド

ンの 会計 監査 役 に よ り統 轄 され て い た 。会 計 監 査 役 に は1827年 以 降 カ リー 家 の

人物 が就 い て い たが,そ の もと に イ ギ リ スの各 所 領 を 直接 に管 理 す る代 理 人 が

配 置 さ れ,ア イル ラ ン ド所 領 につ い て は,ウ ォー ター フ ォー ド県 西 部 コ シ ュモ

ア.・コ シ ュブ ラ.イド郡 リス モ ア にあ る リスモ ア城 に配 置 され た代 理 人 が そ の 管

理 に当 た っ た。1817年 以後(一85年),上 記 カ リー 家 の 人 物 が ア イル ラ ン ド所

領 代 理 人 に就 い た が,代 理 人 は所 領 群 全 体 を統 轄す る と と もに,リ ス モ ア.タ
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ロ ウ ・キ チ タルー ン所 領 を 直接 に管 理 した 。 か れ の も とに バ ン.ドン所 領 の管 理

に直 接 当 た る副 代 理 人subagent,ヨ ー ル と ダ ン ガー ヴ ァ ンの各 所 領 に在 地 管

理 人localbailiffが 置 か れ てい た(1858-60年 に両 所 領 が売 却 さ れ た の ち に は

配 置 され なか っ た よ うで あ る)。 こ の 他 に,コ ー ク市 あ る い は ダ ブ リン市 に法

律代 理 人lawagentが 置 か れ て い たL',。

これ らが デ ヴ ォン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 の 管 理 の 骨 格 で あ る が,各 年 度

の元 帳 の 管 理 費や,家 計 費,庭 園維 持 費 等 の 支 出 項 目 を洗 い 出 す こ とに よ っ て

もっ と詳 し く管理 体 制 が わか る。 そ こで,1839年 か ら81年 まで,.さ らに83年 か

ら85年 まで ア イ ル ラ ン ド所 領 の代 理 人で あ ったF・E・ カ リー 統 轄 下 の 管理 体

制(1869年 当 時)を 見 る こ とに しよ う。

1869年 度 元 帳 の管 理 費managementを 見 れ ば,代 理 人 以 下,ア イ ル ラ ン ド

所 領 の管 理 の 中心 を担 った 人物 名 と年 俸 等 が わ か る。 代 理 人 カ リー に た い して.

は 年俸1,400ボ ン ド,そ の他10分 の1税 地 代 負 担 分100ポ ン ドや 旅 費100ポ ン ド

等294ポ ン ド強,合 計1,7⑪0ポ ン ド近 くの驚 くべ き高 給 が 支 給 され て い る。 アイ

ル ラ ン ド所 領 代 理 人 の地 位 が い か に重 要 で高 か ったか が わ か る。 この 点 は,か 、

れ に次 ぐ地 位 に置 か れ て い た バ ン ドン所 領副 代 理 人 」 ・R・ ペ リ ックの 年 俸 そ

の他413ポ ン ドと比 較 す る とよ くわ か る。

さ きに触 れ た よ うに,リ ス モ ア と タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ンの所 領,さ ら には69

年 時 点 に わ ず か 残 って い た と思 わ れ る.ヨー ル所 領(1858年 か ら60年 に か け て

ヨー ル 所 領 の 多 く,ダ ンガ ー ヴ ァ ン所 領 が売 却 さ れ た)の 直接 の管 理 に代 理 人

カ リー が 当 た ったが,.か れ の も とに数 名 の 配 下 が 置か れ て い る。 年 俸 の高 い 順

にい えば こ うな る。W・H・ ボ ー ル ドウイ ン.(250ボ ン.ド),R・ ボ ー,レ ド.ウイ

ン(150ポ ン ドと他 に 旅 費7ポ ン ド15シ リ ング 強〉.,」 ・A・ ボー ル ドウ イ ン

(150ポ ン ド),W・ マ ック ミー キ ン(120ポ ン ドと他 に家 賃徴 収 手 数 料33ポ ン ド

11).Proud(.叫L.,TheManagementofaWestEstate=Patronage,IncomeandExpmditureon

theDukeofDevonshire'sDishPropertyc、1816to1891,IrishEconomicandSocialHsGOry,voL

Xm,19関.,阿 知 羅 前 掲 論 文 「19世 紀 中葉 期 イ ギ リ スに お け る大 土 地 所 有 貴 族 の 企 業 活 動 と家 産

管 理 一7ア ー ニ スに お け るDevonshire公 爵 の場 合」。
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強,旅11ポ ン ド15シ リ ン グ強),W・R・ ボー.ル ドウ イ ン(120ポ ン ド〉,お

よびC・ ギ ャロ ウエ イ(60ボ ン ドと他 に旅 費6ポ ン ド強)の 面 々で あ る。

か れ らの 間で 役 割 分 担 が な され て い た 。 家 賃徴 収 が マ ック ミー キ ン に よ り担

当 され てい た 。.した が って,農 場 借 地 料徴 収 が別 の 人物 に よ り担 わ れ てい た こ

とは確 か で あ る。 そ め 上,地 代 ・家 賃 収 入 の集 計 が リス モ ア所 領 と タ ロ ウ ・キ

ナ タル ー.ン所 領 に分 けて な さ れ て い る こ とか ら,そ れ ら の徴 収 も別 だ に異 な っ

た 人 物 に よ り担 当 さ れ て い た もの と推 定 して よい 。

か れ らの 他 に,1860年 以前 に は,.ヨ ー ル と ダ ン ガ ー ヴ ァン所 領 にそ れ ぞ れ在

地 の 管 理 人 が 置 か れ て い たが,1869年 元 帳 に はか れ らは 出 て こな い。 両所 領 の

売 却 に よ りか れ らを 配置 す る必 要 が な くな った の で あ ろ う。

す で に触 れ た よ う に,バ ン ドン所 領 の 直接 の 管理 は副 代 理 人 ベ リ ッ クが 当

た った が,か れ の も とに執 事stewardが 配 置 さ れ て い る(50年 代 まで は在 地

管 理 人bailiffも 置 か れ てい た)。 執 事 にD・ ク レ イ グが 当 た った が,か れ の 年

俸 は80ポ ン ド(他 に週 極 め ・月極 め賃 貸料 徴 収 手 数 料8ポ ン ド11シ リン グ強)

で あ る。 か れ が 家 賃 の徴 収 を担 当 し,副 代 理 人 ベ リ ックが 農 場 借 地 料徴 収 を含

む バ ≧ ドン所 領 全 般(コ ー ク ・ギ ル ア ビー所 領 も含 めて)の 管 理 の 責 任 を負 っ

て いた もの と考 えて よい 。

以 上 が 「管 理 費 」 か ら確 認 で きる もので あ る。 代 理 人 カ リ「 とそ の指 揮 下 に

リ スモ ア と タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン所 領 の管 理 に当 た るボ ー ル ドウ イ ン家 の4名

を含 む6名,バ ン ドン副代 理 人 とそ の指 揮 下 にあ る執 事,合 計9名 の年 俸 そ の

他 を 総 計 す る と2,955ポ ン ド近.くに な る。 か れ ら の 年 俸 等 が 「管 理 費(総 額

3,222ポ ン ド強)」 の ほ とん ど を 占め て い る こ とが わか る。 つ ま り,支 出 の うち

で 額 の 大 き さ が,「 公 爵 へ の送 金 」,「 リス モ ア ・タ ロ ウ等 で の 工事 そ の 他 」 に

次 ぐ位 置 に あ る 「管 理 費 」 の 実 態 は,デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 の 管1

理 中枢 を担 う代 理.人カ リー以 下 の い わ ぼ経 営 陣 と もい って よい 集 団 へ の 年 俸 等

に他 な らなか っ た。

とこ ろで,デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 ア イル ラ ン ド所 領 の管 理 体 制 綜 以 上 に つ きる 屯
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の で な い6「 管 理 費」以 外 の支 出項 目か ら も見 る こ とが で き る。 「家 計 費house

expenses」,「 庭 園 維持 費gardensatLismore」,「 リ スモ ア ・タ ロ ウ等 で の工 事

その 他 」,な らび に 「森 林 ・植 林 費woods&plantations」 等 で あ る。

まず 「家 計 費 」 と 「庭 園 維持 費」 で あ るが,こ れ ら は リスモ ア城(そ の付 属

地)め 維 持 管 理 と リス モ ア城 内 お け る公 爵 の生 活 のた め の費 用 で あ る。 もち ろ

ん ここで も代 理 人 カ リー が 管 理 責任 を負 っ て い る。 上 記 の ボー ル ドウ イ ン家 な

どのい ず れ か の 人 物 も管 理 に タ ッチ して い た のか も しれ ない が,こ の 点 は元 帳

か らは不 明 で あ る。 代 理 入 の も とに リス モ ア城 内 の生 活 を支 え る以 下 の 使 用 人

達 が い る。 まず ハ ウス キニ パ ー(年 賃 金62ポ ン ド)の 女 性 が い る。 そ の 下 に家

政 婦(同25ポ ン ド)と2人 の 補 助 家 政婦(各20ボ ン ドの年 賃 金)が い る。 そ の

他 に表 門 衛 所 ポ ー ター(年 賃 金30ポ ン ド強)と 裏 門 衛 所 ポ ー ター(同21ポ ン

ド),な ら び に 郵便 集 配 人 兼 消 防 担 当(同27ポ ン ド)が い る。 か 丸 らの 年賃 金.

合 計 は207ポ ン ド強 で,「 家 計 費 」(759ポ ン ド弱)の3割 近 くと な る。 残 りが い

わ ゆ る水 道 光 熱 費,家 具,寝 具,食 器 等 々 に 当 て られ て い る。.

城 内 の 庭 園 維 持 管 理 に292ポ ン ド弱 が 支 出 され て い るが,う ち庭 管 理 人P・

キ ー ンに年 俸62ポ ン ドが 支 給 され て い る。

これ らの支 出 は まず,す くな くと も毎 年 避 暑 に や っ て くる デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵

自身 の ア イル ラ ン ドに お け る貴 族 的 生 活 を 支 え る た め の もので あ る。 したが っ

て,公 爵 の純 収 入 と しての 側 面 を持 つ 。 同 時 に,リ ス モ ア の 町 を睥 睨 す る豪 壮

な リス モ ア城 の維 持 管 理 は,城 下 に 広 が る リ.スモ ア所 領 は い うまで もな く,遠

く離 れ た最 大 の地 代 ・家 賃 収 入 を もた らす バ ン ドン所 領 も.含め た広 大 な デ ヴ ォ

ン シ ァ公 爵 アイ ル ラ ン ド所 領 の 管 理 拠 点 の 維 持 管 理 に 他 な らな い。 ま た,リ ス

モ ア城 に お け る公 爵 の貴 族 的 生 活 の 遂 行 そ れ 自体 が,所 領 内住 民 に た いす る直

接 的 な,あ るい は所 領 外 の ア イ ル ラ ン ド住 民 にた い す る間接 的 な支 配 者 と して

の 姿 の 保 持(誇 示),し た が って また,ア イ ル ラ ン ド支 配 を代 表 す る イ ギ リ ズ

土 地 貴族 と して の 地位 の保 持 〔誇 示)と い う側 面 も合 わ せ 持 つ もの で あ る。 こ

う した 意 味 を持 つ リス モ ア城 の維 持 管 理 の うえに,地 域 一.・円 支 配 者 と して振 る

rー
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舞 うた.めの 「支 出」 が 付 け加 わ るが,こ の 点 は の ち に見 る。.

元 帳 の 支 出 項 目 「リ ス モ ア,タ ロ ウ 等 の 工 事 そ の 他 」 を 見 よ う。 人 夫

.labourersを 統 轄 す るT・ リ オ ー ダ ンに年 賃 金 等66ポ ン ド強 が 支 払 わ れ て い る。

か れ の他 に,さ き に見 たR.・ ボ ー ル ドウ イ ンが 職 人 達tradesmenを,マ ック

の
ミー キ ンが一 部 の人 夫 の統 轄 に携 わ って い る。 な お,タ ロ ウ ・キ ナ タルー ン所

領 に お け る職 人 ・人 夫 の統 轄 とか れ らへ の賃 金 支 払 いが,統 轄 者 の 氏 名 な しで

別 に 記 入 され てい る(1件 だ けF・ ヒ ル グ ロ ウ ヴ の氏 名 が記 入 され て い る)。

リス モ ア と タロ ウ ・キ ナ タ ルー ン所 領 の工 事 等 は,し た が って 人 夫 や 職 人 の 統

轄 は別 々 に お こ なわ れ て い た と考'え られ る。

次 に 「森 林 ・植 林 費 」 で あ る。 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 の ア.イル ラ ン ド所 領 の 多 く

は 自家 有 地 の 広 大 な山 林 あ るい は植 林 地 か ら構 成 され て い た 。 これ ら も含 め た

地 域 の土 地 独 占 こそ,公 爵 の ア イル ラ ン ドに お け る土 地 所 有 の 経 済 的 価 値 の 実

現 の 前提 条 件 で あ り,地 域住 民 の生 活 の支 配 者 とな る条 件 で あ った 。 この 山林

と植 林 地 の管 理 経 営状 況 を 「森 林 ・植 林 費 」 か らあ る程 度 知 る こ とが で きる 。

森 林 ・植 林 の 管 理経 営 に 直接 当 た ってい た の がJ・ コー ベ ヅ トと14名 の 監視

人woodrangersで あ る。 年 俸60ポ ン ドの コーペ ッ ・トが 多 数 の 人 夫 を 統 轄 して.

い る。14名 の 監視 人 は地 域 ご とに配 置 され て い て,年 賃 金 が 支 払 わ れ て い る。

それ は最:低8ボ ン ドか ら最 高18ポ ン ド5シ リ ングの 問 で あ る。

この 他 に,タ ロ ウ地 域 の森 林 管 理 人caretakerにJ・ ハ チ ンソ.ンが 雇 用 され

て い た 。 か れ は69年 度 末 に離 職 し,年 賃 金 の うち そ の 時 点 ま で の分11ポ ン ド15

シ リ ング を支払 わ れ て い る。 さ らに,タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン所領 の工 事 等 に お

け る人 夫 ・職 人 の統 轄 者 と して さ き に触 れ だF・ ヒル グ ロウ ヴが 「森 林 ・植 林

費 」 よ り2ポ ン ド10シ リ ング の 賃 金 を 支 給 され て い る。 ヒル グ ロ ウ ヴは タ ロ

.ウ ・キナ タル ー ン所 領 に お け る諸 工 事 だ けで な く森 林 管 理 も含 む 人夫 等 の統 轄

に当 た って い た ので あ ろ う。 と もあ れ,森 林 ・植 林 の 直接 の 管理 も リス モ ア所

領 と タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン所 領 で は別 の 人 物 が 担 当 して い た とい え る。.

以上 の他 に法 律 代 理 人 も含 め た もの が,デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領
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の 管 理体 制 を構 成 して いた(た だ し,1869年 度元 帳 に は法 律 代 理 人 が 出て こな

い 〉。 頂点 に立 つ代 理 人 カ リ」 の も とに 相 当 多 数 の 管 理 者 集 団 が 配 置 さ れ て い

た 。 また,代 理 人 へ の高 額 の年 俸 か ら森 林 監視 人達 へ の 年賃 金 に いた る まで,

相 当多 額 の 支給 が な さ れ て い た(合 計 してす くな くと も3,418ポ シ ド弱)。 か れ

らの 役 割 は,ま ず は 「閣下 の 口座 へ の送 金 」 とそ の た め の安 定 的 な地 代 ・家 賃

の徴 収 で あ り,し た が っ て ま た,そ れ らの 実 現 の た め の条 件 を整 え る こ とで

あ った 。 と同 時 にそ の 条件 は ま た,公 爵 の ア イ ル ラ ン ドにお け る貴 族 的生 活 と

地域 一 円 め支 配.者と して の 地位 の維 持 に他 な らなか った 。 この 点 で まず,所 領

経 営 が 地 域 住 民 の 「雇 用 」 を支 配 してい た状 況 を見 る こ と に し よ う。

III「 雇 用 」 と地 代 ・家 賃

「リス モ ア ・タ ロ ウ等 で の工 事 そ の他 」 の 支 出 は6千 ポ ン ド以 上 で,「 閣下

の 口座 へ の送 金 」 に次 い で 多 額 で あ る。 この支 出項 目か ら,所 領 経営 の た め に.

多 数 の 人 夫 や 職 人,商 人等 と結 ん で い る 「雇 用 」・取 引 関 係 と,そ の管 理 体 制

が 明 らか とな る。 さ らに重 要 な こ と と して,「 雇 用 」 と地 代 ・家 賃 徴 収 との連

繋,つ ま り,公 爵 の借 地(借 家)人 を人 夫 な どに 「雇 用 」 し,そ の 賃 金 を地代

(家賃〉 の担 保.と して支 払 留 保 して い る こ とが わ か る 。

さ て,「 リス モ ア ・タ ロ ウ等 で の工 事 そ の他 」 は,資 材 購 入 費 や 運 送 費 な ど

商 人 等 へ の支 払 い,職 人へ め支 払 い,人 夫 へ の 支 払 い(人 夫 統 轄 者 リオ ー ダ ン

へ の 賃 金 等 も含 む},そ の他 に 分類 で きる(表4)。

まず 最 大 の支 払 い(2,827ポ ン ド強)を お こな っ て い る商 人 等 につ い て で あ

る。 グ レイ ト ・サ ザ ー ン ・ウ エ ス タ ー ン鉄 道 を含 め て47商 人等 が 数 え.られ る。

う ち以 下 に あ げ る9商 人 が 主 な取 引 先 で,合 計2,213ポ ン ド強 を 支払 って い る

(表5)。 所 領 経営 の た め に どの よ う な資 材 等 が 購 入 され て い る のか わ か る。

この 他 に,砂 利,壁 紙,漆 喰,板,釘,屋 根 葺 き藁,鉄 製 門 扉,鉄 製水 門,.

馬 具 類,工 事 役 馬 用飼 料 等 々 の小 口取 引 が あ る。

見 られ る よ う に,購 入 資 材 の多 くは 土 木 建 築 用 の もので あ る 。 「リス モ ァ ・
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衷4「 リズモ ア ・タ 血 ウ等 で の 工 事 そ の他 」 支 出

分 類 支 出 額

£ s d

ユ 資材 等購 入費 ・運送 費 2,827 4 8

2 職人への支払 い 1,428 7 6

個 別 支 払 分 545 3. 5

ボール ドウイ ン勘定分 883 4 1

3 人夫等への支払 い 1,146 14 6

リ オ ー ダ ン 勘 定 分 996 17 6

リ オ ー ダ ン 賃 金 他 66 1 9

マ ッ ク ミー キ ン勘 定 分 78 2 0

ハ ウス キ ー パ ー勘 定 分 5 13 3

4 タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン職 人 ・人 夫 支 払 い 160 14 7.

5 そ の 他 480 9 珍

ブ ライ ド川 塊 防補 修 430 19 6

代 理 人 カ リ ー. 32 ユ 3

合 計 6,043 10 5

出典)RentaloftheIrishEstatesofHisGracetheDukeofDevonshireforoneyear

endedLadyDay1869withtheAppropriationoftheReceiptsforoneyearended

LadyDay1870,LismomCastlePapersMS6957.よ り作成。

タ ロ ウ等 で の 工 事 そ の 他 」 の 主 な も の は,農 場 建 物,フ ェ ン ス,街 区 住 宅 の 建

設 ・修 理 で あ り,堤 防 や 道 路 の 補 修 等 々 で あ っ た 。 こ の 点 は,職 人 が お こ な う

仕 事 か ら も確 認 で き る 。

職 人 は,諸 工 事 等 を 請 負 っ て い る と 考 え ら れ る 者 と,す で に 触 れ た ポrル ド

ウ イ ン が 取 り仕 切 る 職 人 群 に 分 け ら れ て.い る 。 前 者 は 一 件 ご と に 職 人 の 氏 名,

仕 事 内 容 と支 払 い 金 額 が 記 帳 さ れ て い る 。 総 数35名 で,総 支 払 額 は545ポ ン ド

強 で あ る 。 う ち 主 な も の は,次 の 者 で,合 計 支 払 い 額 は382ポ ン ド強 で あ る

(表6)。.・...'

さ て,後 者 に つ い て で あ る が,職 人 名 等 一 切 記 入 さ れ て い な い 。 た だ ボ ー ル

ド ウ イ ン を 通 し て,何 名 か の 職 人 に た い し て2週 間 分 ず つ の 支 払 が お こ な わ れ

て い る(最 低23ポ ン ド強,最 高39ボ ン ド強)こ と が 記 さ れ て い る 。 支 払 合 計 は



、

イギ リス土地貴族デ ヴォンシ ァ公 爵のアイルラン ド所領経営(45)45

衰5リ ス モ ア ・タ ロ ウ等 で の 工 事 そ の 他 で 取 引 す る 主 な 商 人

商 人 名 購 入 資 材 等 支払額

① J.W.ピ ム&息 子 ス レ ー ト ・木 材 ・セ メ ン ト他.824ポ ン ド強

ヨー ルか ら リ スモ アへ の 運 送

② J.W.リ ッ チ ィ ス レ ー ト ・木 材 ・セ メ ン ト他 387ポ ン ド強

③ J.バ リ イ商 会 フ ェ ン ス ・築 堤 用 棒杭 製作 他 183ポ ン ド強

④ W.&H.M.ゴ ウ ル デ ィ ン グ 亜 鉛 ・オ イ ル ・ガ ラス 他 157ポ ン ド強.

⑤ J.ド ゥル ー り&息 子 煉 瓦 ・タ イ ル他. 150ポ ン ド強

⑥ J.カ ラ ハ ン. 石灰 141ポ ン ド強

⑦ J.ラ ッ フ ァ ン ペ ン キ ・オ イ ル ・蝋燭 140ポ ン ド強

⑧ J.シ ムキ ン商 会 欄

ヨー ルか らリスモアへ の運送

134ポ ン ド強

⑨ J.ヒ ッキ ー バ ケ ツ ・鉄 ・金 物 類他 92ボ ン ド強

出典)瀞 鉱 よ り作成。

表6主 な 職 人
「

職 人 十
一 仕 事

支 払 い

ドゥ リス コル&ジ ョイ ス 木 挽 き 86ポ ン ド強

.

パ ウワ ー&マ ホ ニ.イ 木 挽 き

W・ ・イ ズ… 大 ⊥

85ポ ン ド強

62ポ ン ド強

」.ヘ イズ1堤 防 補 修

M・ ン ウ・ ・….・ ・一 ・鍵

50ポ ン ド強

39ポ ン ド強

R.ウ イ ロ リ ィE客 レー ト葺 き他

I A.カ ー ス ィ 石 工

33ポ ン ド強

25ポ ン ド強

出典)」6鉱 より作成。

883ポ ン ド強 に のぼ る。.と こ ろで 個 別 の職 人へ の 最 低 支 払 額 は,鍛 冶 工M・ リ

ア ダ ン に3月29日 に支 払 った6シ1」.ン グ9ペ ンスで あ る。 ボー ル ドウ イ ン指 揮

下 の職 人 へ の 平 均 日支 払額 を7シ リ ングで あ った と した ら,.か れ は1日 当 た り

最 低5人,最 高9人 の 職 人 を,年 間延 べ2,500入 以 上 を 指揮 して い た こ とに な

るL㌔

12)23(あ るいは39)ポ ンドを2週 間(日 曜日を除 くと12日}で 割ると1日 当たりの支払い賃金ノ
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とこ ろで タ ロ ウ ・キナ タル ー ン所 領 に は別 に ヒル グ ロ ウ ヴが 指揮 して い た と

思 わ れ る職 人 もい た6し か し,.か れ らに た いす る支 払 は 人夫 分 も合 わ せ た額 の

記 入 しか 見 る こ とが で き ない 。 支 払 は2週 間分 ず つ で,最 低1ポ ン ド強 か ら最

高10ボ ン.ド弱 にわ た って い る。 お そ ら く,ボ ー ル ドウイ ンが リス モ ア所 領 を担
面

当 し,ヒ ル グ ロ ウ ヴが タ ロ ウ ・キ ナ タ ルー ン所 領 を担 当 して いた ので あ ろ う。

最後 に 人夫 につ い て見 よ う。 上 記 の よ うに タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン所 領 で は ヒ

ル グ ロ ウヴ が職 人 と と もに入 夫 を も指 揮 して い た 。 両者 へ の支 払 が 分 け られ て

い な い の で,こ れ以 上 の こ と はわ か ら ない 。 た だ,次 に 見 る リス モ ア所 領 に比

.べ て さ ほ ど多 くの 人夫 が 動 員 され てい なか った こ とは 間 違 い な い。

リ.スモ ア所 領 の 人 夫 統 轄 は す で に 触 れ た よ う に リオ ー ダ ンが 担 って い た。

「リス モ ア ・タ ロ ウ等 で の工 事 そ の他 」 の 支 出 項 目で 年 賃 金 を支 払 わ れ て い た

の はか れ だ け で,そ の額 は60ボ ン.ドで,そ の他 光 熱 費 と して6ポ ン ド強支 払 わ

れ て い る。 「管 理 費」 等 で 見 た,ギ ャ ロ ウ手 イ(assistantbaillif)や 庭 管 理 の

キー ン,あ るい は 森 林 ・植林 管理 に お け る 人夫 統 轄 者 コー ベ ッ トの 年俸 額 と同

程 度 で あ る。 リオー ダ ンの位 置 の 高 さ と,リ ス モ ア所 領 にお け る人 夫統 轄 の重

要 性 が わ か ろ う。

さて,リ オー ダ ンが 統 轄 す る人 夫 へ の支 払 い は1週 間毎 に な され て い て,そ

の 額 は 最低14ポ ン ド強,最 高21ポ ン ドで,年 総 額997ポ ン ド弱 で あ る。 す で に

見 た森 林 監 視 人14名 の 平 均 年 賃 金 は11ポ ン ド強 で あ っ た。 仮 に これ を基 準 と し

て 人夫 一人 当た り週 賃 金 を4,2シ リ ング とす る と,69名 か ら103名 の 入夫 が 毎

週 雇 用 され てい て,年 間 を とお す と延 べ4千7百 名 以上 の 人夫 が 所 領 の土 木 建

設 等 の労 働 に動 員 され て い た こ と にな る。

リ オー ダ ンの他 に,マ ック ミー キ ン も人 夫 を 統 轄 して い た 。 こ の ば あい,年

間 を とお した もので な く,7月 の 他 は11月 か ら翌2月 に か け て雇 用 され て い る。

1週 間 の賃 金 支 払 い と明記 され て い る もの が ほ とん どで,2ポ ン ド弱 か ら7ポ

.丸額が出る。それを7シ リングで割 ると1日 当た りの雇用職人数.最 低5人.最 高9入 が 出る。年

間総支払い額883ポ ン ドを7シ リングで割れば年間職 人雇用総延べ 人数2,500人 以 上となる。
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ン ド強 の 範 囲 で あ る 。年 間総 計 す る と78ポ ン ド強 で,上 記 基 準 か らす る と,年

間 延 べ372名 の週 賃 金4,2シ リン グの 人夫 を雇 用 して い た こ とに な る 。

リス モ ア 所領 で雇 用 さ れ た と考 えて よい これ らの 人 夫 の他 に,別 に タロ ウ ・

キ ナ タ ルー ン所 領 で 人夫 が 雇 用 され て い た こ と はす で に 見 た とお りで あ る。

な お,.人 夫 で は な いが,「 リス モ ア ・タロ ウ等 で の 工 事 そ の他 」 の 費 目で,

リス モ ア城 ハ ウ ス キ ーパ ー の統 轄 下 に洗 濯 婦 が 雇 用 され て い る。 ま た,ブ ライ

ド川 堤 防 補 修 工 事 に も431ボ ン ド近 く支 出 さ れ て い る。 ここ に 人夫 の雇 用 も含

ま れ て い る か も しれ な いが,そ の 点 は不 明 で あ る。

以 上,リ ス モ ア所 領 と タロ ウ.・キ ナ タ ルー ン所 領 の 「工 事 そ の他 」 の費 目で

多 数 の 人 夫 等 が 雇.用 され て い た こ とが確 認 で き る。 こ の他 に す で に見 た,森

林 ・植 林 管 理 に雇 用 され た コ ーベ ッ ト統 轄 の 人 夫(年 間 賃 金総 額351ポ ン ド強,

上 記 基 準延 べ1,600名 以 上),リ 界モ ア城 庭 管 理 人 キ ー ン統 轄 の 人夫(年 間賃 金

総 額200ポ ン ド強,上 記 基 準 延 べ950名 以 上)が い る。`実に 多 数 の これ ら人 夫 や

森 林 監 視 人 等 そ の他 の賃 金 労 働 者 が 所 領 経 営 に雇用 ・動 員 さ れ て い た ので あ る。

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 は農 民 を は じめ とす る多 数 の住 民 に 地 主 ・家 主 と して君 臨

す る と と もに,.取 引 主 体 あ るい は雇 用 主 と して.も支 配力 を振 る ってい たρ しか

も,地 代 ・家賃 と賃 金 は リ≧ ク され て い た の で あ る。

リオ ー ダ ン統 轄 人夫 の ぼあ い,地 代 ・家 賃 の 担保 と して70ポ ン ド近 くの賃 金

が 支払 い留 保 さ れ て い る。 森 林 管 理 の コー ベ ッ ト統 轄 人夫 で は18ポ ン ド近 くの

賃 金,リ ス モ ア城 庭 管 理 人 キ ー ン統 轄 人夫 で ば10ポ ン ド強 の賃 金 が.それ ぞ れ 支

払 い留 保 さ れ て い る。 職 人 に たい して も同 じ事 態 が見 られ る。 ボ ー ル ドウ イ ン.

統 轄職 人 に た い して,21ポ ン ド強 の 賃 金 が 留保 さ れ て い る。

地代 ・家 賃 の担 保 と しての これ らの 賃 金 支 払 い保 留 は突 出 した事 例 で あ る。.

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 の ア イ ル ラ ン ド所 領 の 維 持 管 理 に雇 用 され 動 員 され る人 夫 や

職 人 の うち 多 くの者 が 公 爵 の 借 地 借 家 人 で あ った こ とは 間違 い な い。 す なわ ち,

か れ らの賃 稼 ぎ は地 代 ・.家賃 支 払 い を葡 流 す る もの で あ り,し か も,か れ らの

雇用 主 は 同 時 にか れ ら の地 主(家 主)で もあ った。 公 爵 は借 地 借 家 人 の賃 労 働
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を組 織 し,し た が って またか れ らの賃 金 を担 保 す る こ とに よ って,み ず か らの

土 地 所 有(不 動 産 所 有 〉 の経 済 的実 現 を確 実 な もの と した の で あ った 。個 別 に

支 払 いが な され て い て.氏 名 が 明 記 さ れ て い る そ の他 の職 人 や,公 爵 と取 引す

る商 人 の 中 に も,公 爵 の借 地借 家 人 が含 まれ てい たで あ ろ う。
"

デヴォンシァ公爵のアイルランド所領に見 られる地域の土地 ・住宅独 占は,

住民の労働の成果を収奪(地 代 ・家賃徴収)し,自 己のロンドンロ座への送金

を確保するとともに,そ のことを担保するための賃労働を動員 し,こ の賃労働

.はまた地域住民の生活を支配する上地 ・住宅独占(所 領)の 維持を果た してい

たのである。これを土台に公爵はアイルランドにおける家父長的な地域一円支

配者として振る舞 うのである。

IV家 父長的貴族支配

イ.「 寄付 ・学校 。慈善」

デ ヴ ォ ン シア公 爵 は,ア イ ル ラ ン ド所 領 内 外 の 警 察 軍 兵 舎,リ ス モ ア裁 判 所,

刑 務 所,学 校,教 員宿 舎,教 会等 々,多 くの公 的 施 設 ・機 関 を,地 主や 家主 等

と して,直 接 ・間接 に影 響 下 に置 い て い た。 この 点 は 別稿 で確 認 したL31。公 爵

は また,こ れ ら施 設 ・機 関 も含 む広 範 な諸 団体 へ の寄 付 ・会 費,教 師 な どへ の.

サ ラ リー の 支 払 い,あ るい は慈 善 を お こ な っ てい た。 公 爵 が ア イ ル ラ ン ドの 名

.士 と し て,所 領 所 在 地域 にお け る家 父 長 的 貴 族 と して 振 る舞 って い た姿 を,

玉869年 度 元 帳 の 「寄 付 ・.学校 ・慈 善 」 の 支 出 に見 る.ことに しよ う。

上 記.支出の ほ とん どす べ て が 表7に 示 さ れ て い る。 下 賜 金 ・年 金,公 共 ・民

間諸 団体 へ の寄 付 ・会 費,学 校 へ の 寄付 ・教 員 サ ラ リー給 付,貧 民 等 へ の施 し,

香 典(埋 葬.料)・ 見 舞 い,移 民 餞 別 ・借 地 借 家 立 退:者へ の心 付 け等 で あ る。 下

賜 金 ・年 金 とそ の他 を 区別 す るの が よい 。 ま ず この 点 か ら見 よ う。

下 賜 金gratuity・ 年 金annuityは 総 額378ポ ン ド弱 で,合 計20名 に 支 給 され

て い る。 最低 額 は キ ャサ リ ン ・モ..リス ィへ の 年 下 賜 金2ポ ン ド10シ リ ング,最

.13>前 掲拙稿 「イギリス土地貴族のアイルランド所領」。
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高 額 はエ ドワー.ド ・八 一 テ ィへ の年 下..表7寄 付 ・学校 ・慈善

賜 金60ポ ン ドで あ る σ 八 一 テ ィは引 退

した 管 理 者 で,所 領経 営 に 直接 従 事 し

て い た 時,年 俸100ポ ン ド支 給 さ れ て
ぬ

い た 。 か れ へ の 下賜 金 は 高給 管 理 人 の

引 退 後 の 年 金 な の で あ る。 かれ に次 い

で 多 額 の 給付(50ポ ン ド)を 受 けて い

る 」 ・ク レイ グ の ば あ い に は年 金 と明

記 さ れ て い る5か れ は バ ン ドン所 領 の.D合 計額が総額に満たない。分類不可能な

ものを除外している。執事 で あ
った が,69年 時 点 で はす で に2) 餞別は移民にたいするもの

。借地借家放

棄者への 「心付け」 も含む。.引 退 して い て
,跡 を継 いで い るD・ ク. 出典〕 乃渥 より作成

。

レイ グは 間違 い な くか れ の息 子 で あ る。

年 金 と考 え て よ い 下 賜 金 は他 に も確 認 で き るみ タ ロ ウ地 域 の週 家 賃 徴 収 人 で

あ っ たT・ ガ ー デ ィナ ーへ の 年 下 賜 金20ポ ン ドが そ うで あ り,ま た,バ ン ド ン

所 領 管 理 人bailiffで あ っ た 」 ・タナ ー の 未 亡 人A・ タ ナ ー へ の 半 年 下 賜 金10

ポ ン ド(年20ポ ン ド)も そ れ に加 え る こ とが で きよ う。 手 も とにあ る資 料 か ら

は.か つ て ど の よ うな 管 理 責 任 に就 い τ い た のゆ 確 認 で きない が,J・ バ ー ン

へ の35ポ ン ドやW・ ミラ「 へ の30ポ ン ド,お よ びF・ ウ オ ー ドへ の15ポ ン ドの

年 下 賜 金 も,あ るし・は また,ア ン ダー ソ ン夫 人へ の30ポ ン ドか らモ リス ィへ の

2ポ ン ド10シ リ ン グ にい た る12名 へ の寡 婦 金 とい え る下 賜 金 の 支給 も,.同 種 の

年 金 で あ った と考 えて よい 。 こ う した年 金 と考 え られ る もの以 外 に,69年 度末

に タ ロ ウ地 域 の森 林 管 理 の 職 を 辞 したJ・ ハ チ ン ソ ンへ の賃 金12ポ ン ド弱 の他

に支 給 した 下 賜 金 〔慰 労 金)15ポ ン ドが あ る。

ハ チ ソ ンへ の 慰 労 金 も含 め た 下賜 金 ・年 金378ポ ン ド弱 は ,「 寄付 ・学校 ・慈

善 」 の支 出項 目 よ りむ しろ 「管 理 費」 等 に入 れ る ほ うが ふ さわ しい 。 とい うの

も,そ れ らは 所 領 管 理 の 一 端 を担 っ た人 物 とその 寡 婦 へ の 年 金,あ るい は慰 労

金 と考 え て よい か らで あ る。 デ ヴ 才 ン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 は,こ う した

分 類 支 出 額

£sp

下賜金 ・年金 377,152.

寄 付 32752

学 校 51846

慈 善 433.61

埋 葬 ・見 舞. 10.50

餞 別 5210.0

総 額 .1.753110



50(50)..第157巻 第1号

年 金 を 保 証 さ れ た管 理者 集 団 に よ り維 持 され て い て,公 爵 へ の送 金 を確 実 に実

現 して い た の で あ る 。 と は い え,下 賜 金 と され て い る こ とに,家 父長 と して の

公 爵 の 庇護 の も とにか れ ら管 理 人 と そ の家 族 の 生 活 が保 証 さ れ て い る こ.とも示

さ れ て い る 。

.で は
,「 寄 付 ・学校 ・慈 善 」 にふ さ わ しい そ の 他 の 支 出 を 見 よ う。 まず,最

大 の 支 出 額(518ポ ン ド強)を 示 す 「学 校」 で あ る。 寄 付 等 を お こな った 学 校

は32校 に の ぼ る。 地 域 別 に見 る と,リ スモ ア所 領 と タ ロ ウ ・キ ナ タル ー ン所 領

が 所 在 す る地 域 で14校,バ ン ドン所 領 副代 理 人 が管 轄 す る地 域 で16校,.ヨ ー ル

とダ ンガ ー ヴ ァ.ンは それ ぞ れ1校 で あ る。 多 数 の学 校 に影 響 力 を行 使 して い る

こ とが わ か る。

額 の 多い 代 表 的 な もの と して は 以 下 の ものが あ る。 リスモ ァ公 立 学 校 教 師 の

年 俸 等 々74ポ ン ド強,グ レン ガー ナ公 立学 校 教 師 年俸 等 々53ポ ン ド強,ヨ ー ル

財 団法 人 学 校 〔国 教 会)の 校 長年 俸(30ボ ン ド)そ の他50ポ ン ド,リ ス モ ア財

団 法 人 学 校(国 教 会)の 校 長 年俸30ポ ン ド,リ ス モ ア女 子 修 道 院 学校 へ の寄 付

15ポ ン ド,バ リ ン ヴ ェ リ学校 へ の寄 付13ポ ン ド強,等 々 で あ る。 バ ン ドン所 領

副 代 理 人 が 管 轄 す る もの と して は,バ ン ドン ・ロー マ ・カ ト リ ック学校 へ の寄

付45ポ ン ド,バ ン ドン財 団法 人学 校(国 教 会)校 長 年 俸40ポ ン ド,バ リモ ダ ン

教 区 男 子 自由 学 校 と同教 区女 子9ポ ジ ッ トリ学:校へ の 寄付 各25ポ ン ド,.な らび

に 同教 区 幼 児学 校 へ の 寄付10ポ ン ド,キ ル ブ ロー ガ ン教 区 男子 自由学 校 と同教

区 幼 児 学 校 へ の寄 付20ポ ン ドと10ポ ン ド,等 が あ る。

特 徴 的 な の は,ま ず 第一 に,国 教 会 の財 団 法 人 学校 の校 長 へ の年 俸 支 給(30

な い し40ポ ン ド)で あ る。 そ の 他,学 校 長 へ の手 当 てallowance5ポ ン ド支

給 が6件,3ポ ン ド支 給 が ユ件 が あ るが,国 教 会 学校 長 の年 俸 が 格 段 の高 額 で

あ る。.かれ らは デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 が 雇 用 して い る もの と考 え て よい 。 イ ギ リス

の アイ ル ラ ン ド支 配,し たが って また,イ ギ リス土 地 貴族 が 頂 点 に君 臨 す る ア

イ ル ラ ン ド地 主 制 支 配 の重 要 な支柱 の 一 つ が 国教 会制 度 に あ り,あ るい は逆 に,

ア イ ル ラ ン ド国教 会 制 度 が ア イ ル ラ ン ド地主 制度 に よ っ て支 え られ て い る こ と,
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こ う した事 実 の一 端 を示 す もの とい え よ う。

第 二 に,公 爵 の影 響 力 行 使 は国教 会 に 限 られ て は い ない ことで あ る。 そ の 他

の宗 派で あ る ロ ー マ ・カ トリ ックや プ レス ビテ リア ン等 の学 校 に も寄 付 等 をば

ら ま き,公 立 学 校 へ の 寄付 や教 師 へ の サ ラ リー支 給 を お こ な って い る。1831年

に創 設 され た 公 立 学 校 制 度 は,併 合 した ア イル ラ ン ドにた い す る イ ギ リス に よ

る統 治 の重 要 な柱 にな った こ とは い うま で もな い。 こ の公 立 学 校 制 度 を支 え た

の も イ ギ リス土 地 貴 族 をは じ め とす る地 主 階級 な ので あ った 。

デ ヴ ォン シ ァ公 爵 の ア イル ラ ン ド所 領 経 営 は こ う した 教 育 へ の 影響 力行 使 に

よ っ て支 え られ て い た の で あ り,そ れ が ま た 「温 情 」 的 イ ギ リ ス土 地 貴 族 デ

ヴ ォ ン.シナ公 爵 の 地域 住 民 に た いす る家 父 長 支 配 の 支柱 の 一 つ を な して い た の

で あ る。

学 校 以 外 の.公的 な らび に 民 間 の団 体 へ の 寄付 ・会 費 は327ポ ン ド強 で あ る。

主 な もの は表8に 示 さ れ て い る。 リスモ ア町委 員 会 へ の20ポ ン ドの寄 付 そ の他

4件 が行 政組 織 へ の寄 付 と考 え られ る。公 爵 が 地主(家 主)で あ る リス モ アの

裁 判所 に ガス代 も支 給 して い る。 この 他 に,臨 時 的 な もの と思 わ れ るが,バ ン

ドン登 記 簿改 訂 費 用 ど して の50ポ ン ドの 寄付 が 目に付 く。

他 方,民 間 団体 とい って よい 組織 に も寄付 ・会 費が ば らまか れ てい る。 貴 族,

大 地 主 な ど ア イ ル ラ ン ド名 士 の 団 体 で あ る ア イ ル ラ ン ド農 業協 会TheRoyal

AgriculturalSocietyや ロ イ ヤ ル ・ダ ブ リ ン協 会,ク イ ー ン ズ 協 会The

Queen'sInstituteに 会 費が 支 払 わ れ て い る。 額 は さほ ど大 き くな い 。 イギ リス

土 地 貴族 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 で あ ってみ れ ば,ロ ン ドンにお い て こそ 力(金 と時

間)を 注 ぐ意 味 が 大 き くは あ って も,ア イ ル ラ ン.ド議 会 もす で に な い ダブ リ ン

に は相 応 の義 務 を果 た す だ けで済 ま してい た のか も しれ ない 。 そ れ は と もあ れ,

所 領 所 在 地 にお い て は,広 範 な 団体 に影 響 力 を及 ぼ して い る こ とが わ か る 。

拠 点 の リスモ ア地 域 で まず]に 付 くの は,リ スモ ア農 業協 会 へ の 年 会 費75ボ

ン ド支 払 い で あ る。 同協 会 に は そ の上,W・H・ ボ ー ル ドウ ィ ンを そ の書 記 に

就 け,謝 礼 の名 目で10ポ ン ドを支 給 してい る。 す で に見 た よ うに,ボ ー ル ドウ
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表8主 な寄 付 ・会 費(総 額 £3275s2p.)

寄付(会 費納入)先 £.sp

(行政組織)

リスモア町委 員会 2000

リスモア裁判所 086

ウ オー ター フ ォー ド県 収 入 役 22100

バ ン ドン登記簿改訂 5000

バ ン ドン消 防 ポ ンプ。管 理 人 サ ラ リー 900.

(民間団体)

全 国

ア イ ル ラ ン ド農 業 協 会 、 1000

ロ イ ヤ ル ・ダブ リ ン協 会 500

クイ ー ンズ協 会 1000

リ ス モ ア ・ タ ロ ウ ・ ヨ ー ル 地 域

リスモア農業協 会 7500

同協 会書記 への謝礼. 1000

リ.スモ ア園芸協 会 500、

.ブ ラ.ッ ク ウ ォ ーータ ー 河 谷 ラ イ フ ル ・ク ラ ブ. 500

リス モ ア体 育 ク ラブ 500

ヨー ル救 助艇協 会 500

.ブ ラ ッ クウ ォー ター 汽船 300

夕日ウ石炭基金 1000

コー ク ・バ ン ドン地域

コー ク農業協会 500

バ ン ドン ・ク ロナ ル キ リー ・ダ ンマ ニ ヴ ォイ農 業 協 会 100.0

コー ク港 ボ ー トレー ス協 会. 500

バ ン ド ン ・ク リ ケ ッ ト ・ク ラ ブ 3.00

テ ィン キ ッシ ュ温 泉 建 設 1500

ク イ ー ンズ タ ウ ン海 員 宿 泊所 200

その他(地 域不明〉

ユニ オン狩猟会 1000

ヘ イステ ィングズ卿狩猟会 1000

一

出典)苗 献 よ り作成.

インはリスモア所領の管理中枢にあって,公 爵 より年俸250ポ ンドを支給され

ている人物である。リスモア地域の地主や大規模農業経営者を束ねる組織を金
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と人 の両 面 で 直 接 コ ン トロー ル して い た ので あ る。

同地 域 の 同種 の団体 で あ る リ耳 モ ア園芸 協 会へ め年 会 費,あ るい は 貴 族 的 親

睦 団体 の リスモ ア体 育 ク ラ ブや ブ ラ ッ ク ウ ォー ター河 谷 ライ フ ル ・ク ラ ブへ の

寄付1そ れ ぞ れ5ポ ン ドが あ る。 同地 域 の もの と確 認 す る こ とは で きな い が ,

ユ ご オ ン狩猟 会 とヘ イス テ ィ ング ス卿 狩 猟 会 へ の 各10ポ ン ドの 会 費 もあ る
。

タ ロ ウや ヨー ル地 域 を含 め る と,タ ロ ウ石 炭 基 金,ヨ ー ル救 助 艇 協 会,な ら

び に カ ポ クイ ン と ヨー ル を結 ぶ ブ ラ ック ウ ォー ター 汽船 へ の寄 付 が あ る。

コー ク ・.バン ドン地 域 に お い て も,地 主 や 大規 模 農業 経 営 者 の利 害 を代 表 す

る農 業協 会 へ の 会 費 支 払 い等 が な さ れ て い る。 変 わ った と ころ で は,テ ィ ン

キ シシ ュ温 泉 の 建 設 に た い す る 寄付 が あ る。 仔 細 は不 明 で あ るが,地 域 にお い

て 新 た な 事 業 が 興 さ れ る 時,公 爵 が 金 を した が って 口 も出 して い る こ とが窺 え

る。

こ う して,公 爵 は所 領 所 在 地 域 に おい て ,地 主 や大 規模 農業 経 営 者 の利 害 を

結 集 し,あ る い は ま た,.か れ ら と親 睦 団体 を とお して 貴族 的趣 味 ・ス ポ ー ツ を

共有 し,か れ ら地 域 の旦 那 衆 〔支 配 者 集 団)を 従 え な が ら地 域 社 会 に君 臨 して

い た ので あ る。

こ う した地 域 社 会 に君 臨 す る公爵 に と り,地 域 の貧 民 に 「温情 」 を施 す こ と

も また 不 可 欠 で あ った 。 ク リス マ スや 年 度 末 の貧 民 へ の施 与,「 貧 民 救 済 団 体 」

や 「障 害 者 支援 組 織」 へ の 寄付 ゴ そ の他 折 々 の慈 善 ,施 与 で あ る。 この他 に,

表6に 示 した よ.うに,埋 葬 ・.見舞 い 金23件(最 低2シ リン グ6ペ ンス,.最 高2

ポ ン ド).,移 罠(ほ とん どが ア メ リカ合 衆 国)5の 餞 別29件(最 低5シ.リ ン グb.

最 高5ポ ン ド),あ るい は借 地 借 家 放 棄 者 へ の 「心 付 け」6件(う ち2件 は 移

民 餞 別 と して支 給)が あ る。 最 後 の借 地借 家 放 棄 者 へ の 「心 付 け」 の うち ,25

ポ ン ドとい う高 額 が1件 あ る。 これ は いわ ゆ る テ ナ ン ト権 の 補 償 で あ ろ う。

デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 は,そ の 周辺 地 域 も含 む ア イ ル ラ ン ド所 領 に お い て,学 校

を は じめ と して 広 範 な公 的 ・民 間諸 団 体 に寄 付 ・会 費,あ るい は 諸個 人 へ の慈

善 ・ 「心 付 け」 を ば ら ま き,「 温 情 」 を振 り撒 い て い る。 そ の 意 味 す る と こ ろ
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は,ま ず 第 一 に,公 爵 〔ロ ン ドシ)へ の送 金,あ るい は また.1年 の うちわ ず

か の 期 間 で あ る が,公 爵 の ア.イル ラ ン ドに お け る貴 族 的 生 活 を確 実 にす る条 件

を整 え るた め で あ る 。少 な くな い 「寄 付 ・学 校 ・慈 善 」 の 支 出 は必 要 な経 費 で

あ った 。

舜 と同 時 に第 二 に
,こ れ らの支 出 は地 域 の旦 那 衆 の組 織 化 と,か れ らの うえ に

乗 っか った公 爵 の 地域 社 会 に お け る貴 族 と しての 地位 を維 持 す るた め の もので

あ った 。

した が って ま た.第三 に,イ ギ リス支 配 下 の ア イ ル ラ ン ド地 域 社 会 の統 治 に お

い て,大 土 地 所 有 者 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 が,行 政 機 構 を補 完 ない し代 行す る とい

う こ とで あ る。 も っ と も この点 で は,所 領 経 営 自体 が 同時 に住 民統 治 で もあ?

た 。.デヴ ォ ンシ ァ公 爵 アイ ル ラ ン ド所 領 に お いて は,こ う した い わ ば 「領地 」

支.配が,行 政 機 構 と絡 み合 い なが ら地 域 支 配 を実 現 し てい た の で あ る。

総 じて,ア イル ラ ン ドに お け る イ ギ リス支 配 は デ ヴ ォン シ ァ公 爵 な どの イギ

リス地 主 に よ り代 表 さ れ1担 わ れ て い たが,こ の点 を,ア イル ラ ン ドに お け る

国 教 会 制 度 と地 主 制 度 との 関連 に見 る こ とに よ っ て補 足 す る こ とに し よ う。

ロ 地主 による10分 の1税 代理徴収

す で に,10分 爾1税 地代 負担 につ い て触 れ た。.これ は ア 網 ル ラ ン ド国 教 会 が

収 取 す る10分 の1税 を 地 主 が代 理徴 収 して 国教 会 に納 め る もの で あ る。.10分 の

1税 は国 教 会 信 徒 か ら徴 収 さ れ て い た だ けで な く,異 宗 派 の カ トリ ック教 徒 な

どに も強 制 され て い た 。 これ に た い して,1830年 代,カ トリ ッ.ク教 徒 の 不 満 が

爆 発 し(10分 の1税 戦 争),か れ らが 国 教 会 に直 接 納 め るの で な く,地 主 を通

じて 間接 的 に納 め る よ うに 改 め られ た の で あ る。 地 主 の力 に依 拠 した ア イル ラ

ン ド国教 会 の維 持 に地 主 支 配 の 一端 が窺 え るH)。

そ の うえ,地 主 自身 も直 接 の 利益 を得 て い た よ うで あ る。 前 出 表1の 支 出 項

14)国 教 会 制 度 は1869年lrishChurchActに よ り廃 止 さ れ,1871年1月1日 以 降,ア イル ラ ン ド

国教 会 は任 意 団 体 に転 換 した の
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自で デ ヴ ォ ン.シァ公 爵 は10分 の1税 地代 負 担 と して2,912ポ ン ド強 を支 払 っ て

い る。 と ころ で 公 爵 が代 理徴 収 した の は4,647ポ ン ド強で あ った(表2)。 差 引

1,735ポ ン ドが 残 る。 い や 代 理徴 収 分 の 他 に公 爵 自 身が 納 め な けれ ば な らな い

も.のもあ った だ ろ う。 こ う した もの の行 方 は ど う な って い た の だ ろ うか 。 公 爵

の懐 に 入 った の で あ ろ うか 。

ユ869年 度元 帳 の 「地 代 負 担 」 項 目で は,全 て の 支払 い に お い て所 得 税 を差 引

い た額,あ る い は所 得 税 と救 貧 税 を差 引 い た 額 が支 払 われ てい る。 支 払 い 総 額

は 上 記2,912ポ ン ド強 で あ るが,差 引 か れ た所 得 税 と救 貧 税 は それ ぞれ 合 計 し

て72ポ ン ド弱,149ポ ン ド強,総 計220ポ ン ド強 とな るざ この220ポ ン ド強 の所

得 税 と救 貧 税 は一 体何 な の か,筆 者 に は現 在 不 明 で あ る。 まさ か,公 爵 は借 地

人 よ りこれ ら租 税 も含 め て10分 の1税 を徴 収 した の で あ ろ うか。 興 味 あ るが こ

の 点 は 不 明 で あ る 。 と もあれ,こ の220ポ ン ドを 除い て も依 然 と して1 ,500ポ ン

ド以 上 と,さ らに公 爵 自 身 の10分 の1税 負 担 分 も残 って い る。 ζ の点 は これ 以.

上 追 求す る の は止 め ざ る を え ない が,地 主 が10分 の ユ税 地 代 負 担 を代 理 徴 収 す

る.だけで な く,.そ れ か らい くば くか の利 益 を得 てい る よ うで あ る。

お わ り に

イ ギ リス土 地 貴族 デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 に と りア イル ラ ン ド所 領 は い か な る意 味

を持 って い た の で あ ろ うか 。

まず 第 一 に,少 な くな い大 金2万 ポ ン ド超 の 安 定 的 な 送金 源 と して の意 味 で

あ る。

今 こ こ に キ ャナ ダ イ ンが 明 らか に した デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 の 総 純収 入 につ い て

の 資 料 が あ る.(表9)。 「不 動 産 か らの純 収 入netestaterental」 ,「 配 当 」,お よ

び そ の 他雑 収 入 か ら構 成 され てい る。 この 数 字 は イ ギ リス翻(チ ャ ッツ ワ ース 『

とロ ン ドン)の 資 料 か ら算 出 され た と考 え て よ い。 したが っ て,こ こ には,ア

イ ル ラ ン ド所 領 の 生 み 出 す純 収 入 の うちで,ア イ ル ラ ン ドで 支 出 され る もの は

含 まれ てお らず,公 爵 の ロ ン ドンロ座 へ の送 金 だ けが 含 め られ て い る もの とい
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.え よ う15)。

アイルランドからの送金が総純収入に占める割合は決 して高いとはいえない。

特 に,'ラ ンカ シ ァ北 部 バ ロ ウ ・イ ン ・フ ァー ニ ス に お け る公 爵 の鉄 道 等 の事 業

展 開 とそ こか らの 配 当 収 入 が増 大 した 時 期(表 示 の1874年 等)は そ うで あ る16}。
●

だが,.ア イ ル ラ ン ド所 領 が もた らす 純 収 入 の うち の ロ ン ドン送 金 だ けで はあ る

が,「 不 動 産か らの 純 収 入 」 の う ち に 占 め る割 合 に関 して い え ば 決 して 小 さ く

な い 。 しか も い わ ば ア イ ル ラ ン ドの 灰 汁 を す っか り流 し落 と した 「自 由 な カ

ネ」 話送 金 に して そ うな ので あ る。 ア イ ル ラ ン ドは ロ ン ドンの公 爵 が 自 由 に使

途できる少なくない大金を安定的に供給 していたのである。

安定 した送金は,ア イルランド所領の安定 した経営,す なわち剛堀代(家

賃)の 確実な徴収,し たがって,強 い土地所有富地主と借地農(借 家人〉 との

「安定」した関係に裏付けされた ものである。こうしたアイルランド所領はイ.

15)CannadLne,D、,TheLandowner.sMillionaire:1ReFinancesoftheDokcsofDevoロshiTe,c.';

1800-c,1926,丁 肋A望 ゴ`屠血rα1H=3ω 刎R8彩'㎝,vuL25,partll,1977.表 示 の 「不 動 産 か ら の純

収 入netestaterental)が 何 か ら構 成 さ れ て い るか 示 され て い な い 。 は た して,そ れ に は ア イ ル

ラ ン ド所 嶺 か らの ロ ン ドン送金 だ けが 含 め られ てい るか,あ るい は,ア イル ラ ン ド所 領 が 公爵 に

もた らす そ の 他 の 純 収 入,少 な くと も.公爵 が ア イ ル ラ ン ドの リス モ ア城 に 滞 在 す る 際 の 生 活 費,

リ スモ ア城 の 維持 管 理 費 の 多 くは公 爵 の純 収 入 と考 えて よい が,そ れ ら も含 め られ て い る のか 」

不 明 で あ る。 と ころ で,カ ナ ダ イ ン の 数 字 は テ ヤ ッ ツ ワー ス文 書ChatSWQr　 hMSS、(ダ ー ビ

シ ァ)と カ リ ー 文 書CurreyMSS.(ロ ン ド ン)か らの も の と考 え られ,ア イ ル ラ ン ドの1,ス モ

ア文 書 に は 依 拠 して い な い 。 した が っ て,こ の数 字 ば,公 爵 の連 合 王 国 全 体 の 拠 点 ダー ビシ ァ と

ロ ン ドン側,つ ま りイ ギ リス側 が 集約 した純 収 人で あ る と推 定 しう る。 こ う した こ とか ら.上 記

純 収 入 に は ア イ ル ラ ン ドか らの 送 金 だ け が含 ま れ てい る考 え る こ とが で き る。 この 点 に つ い て,

阿 知 羅,前 掲 論 文 も参 照..

表91ncomeoncurrentaccountoftheDukeofDevonshire(£)

1863年. 1874年 1888年

netestaterental.

dividends

mLscellane{川5

【otal

94,456

14,483

224

109,163,

1417161

1693611

233

311,3101

106,888

25,084

血 】

131,972,

出 典)Cannadine,D.,TheL..downerasMillionaire=TheFinm㏄softheDukesof

Devond雌,c、180ひ一c.1926,丑8Ag戸 口z'直配π`Z紐 霜εr'ワRεこ・fβτ訊vol.25,pert11.ユ977.p.94.

16)バ ロ ウ ・イ ン ・7ア ー ニ ス に お け るデ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 の 事 業展 開 につ い て は.阿 知 羅.同 上 論

文,な らび に 「19世 紀 中葉 期 イ ギ リス に お け る鉄 道 会 社 の 地 域 開 発 と近 代 部 市 の 形成 」 『北 見 工

業 大 学研 究報 告 」.第22巻 筆1号,1990年 を 参 照 。
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ギ リ ス土 地貴 族 デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 家 に と り二 つ の 意 味 に お い て安 全 弁 の役 割 を

果 た す もの で あ った。

一 つ は
,土 地所 有 の安 定 的 な価 値 実 現 とい う優 良 な資 産 と し.ての経 済 的 な意

味 で あ る。 この 点 は二 つ の側 面 を持 って い た 。 すで に確 認 した,年 々 の安 定 的

な ゴ ン ドン送 金 を 生 み 出す 資 産 とい う側 面,こ れ が 一つ 。 も う一 つ の側 面 が,

土 地 所 有 の経 済 的価 値 の一 挙 的 実 現 に関 す る もの で あ る。

1858年,甥 の ウィ リ アムが 第 六 代 デ ヴ ォン シ ァ公 爵 の跡 を,巨 額 の負 債 の相

続 と と も.に継 い だ(す で に相 続 して い た 祖 父 バ ー リン トン伯 爵 の負 債25万 ポ ン

ドを 合 わ せ て100万 ポ ン ド〉。 第 七 代 公 爵 は巨額 の負 債 を アイ ル ラ ン ド所 領 の 大

規模 な売 却 に よっ て整 理 しよ うと考 えた 。 な ぜ,ア イ ル ラ ン ド所 領 なの か,こ

の 点 は詳 らか で な い。 複 数 の所 領 か ら構 成 さ れ て い たが,.リ スモ ア城 在 住 代 理

人 に よ り一・括 して管 理 され て い た ア イ ル ラ ン ド所 領 が,.本 拠 イ ギ リス の所 領 群

とは 区 別 さ れ た一 つ の ま とま っ た不 動 産 と して,巨 額 の負 債 整 理 に適 当 な もの

と考 え られ た ので あ ろ うか 。 あ るい は ず ば りとい っ て,ア イ ル ラ ン ド所 領 は,

本 拠 イ ギ リス の所 領 に比 べ て 処分 しや す か った ので あ ろ うか 。 この 点 は 今 後 の

検 討 を待 たね ば な ら ない が,そ れ まで に も肥 大 化 した 公 爵 の 負 債 の 整 理 に 迫 ら

れ た際,絶 えず ア イ ル ラ ン ド所 領 の処 分 が 考 慮 の対 象 にの ぼ せ られ た 事 実 は指

摘 され て い る。

と もあれ,ア イ ル ラ ン・ド所 領 は 巨額 の負 債 を整 理 す るた め に処 分 さ れ よ う と

.した。 そ の限 りに おい て,ア イ ル ラ ン ド所 領 は イ ギ リス土 地 貴 族 デ ヴ ォ ンシ ァ

公 爵 家 に と り経 済 的安 全 弁 と.して位 置 け られ た とい って よい 。 これ が 第 二 に確

認 で きる こ とで あ る。

さ て,こ の第 七 代 公 爵 に よ る アイ ル ラ ン ド所 領 の 大 規 模 な売 却 処 分 計 画 は 実

行 に移 さ'れなか った 。1858年 か ら59年 にか け て の,小 規 模 な ダ ン ガー ヴ ァマ 所

領 と ヨー ル所 領 の 売却 にIEめ られ た。 売 却益 は 約10万 ポ ン ドと推 定 で き るが 【7,,

17)1858,59,5D年 度 の元帳を調べ れば所領売却益 が判 るひ迂闊な ことに,㎝ 年度元帳だけ しか筆 写

していない(ム 融 解C郡 飽 漁μ 圷雇5ω4カ 。それによると,同 年度 の所領売却益は22,密3ポ ～
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負 債100万 ポ ン ドの全 面 的 整 理 は 断念 さ れ た の で あ る。 そ れ に は ベ ッ ドフ ォー

.ド公 爵 の 忠 告,大 規 摸 な所 領 売 却 処 分 は デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 家 の社 会 的 政 治 的地.

位 を低 め る,と い う忠告 が影 響 した とされ てい る18)。

こ こで 第 三 に,ア イ ル ラ ン ド所 領 が イ ギ リス 土 地 貴 族 デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 に

と って もつ,社 会 的 ・政 治 的安 全 弁 と して の 意 味 を 確 認 す る こ とが で きる 。 問

題 は,大 所 領.....・般 が もつ 意 味 だ けで な く,特 殊 ア イ ル ラ ン ド所 領 が もつ 意 味 で

あ る。

さて,デ ヴ ォ ン シ ァ公 爵 ア イ ル ラ ン ド所 領 に お け る安 定 した 地代(家 賃)徴

収 と,安 定 し た ロ ン ドン送 金 は ゴ な に よ り も地 域 に お け る土 地 独 占 の 産 物 で

あ った 。 同 時 に それ は,土 地 独 占 を前 提 と した 地 域 住 民 に た いす る社 会 的 ・.政

.治 的 支 配 の 産物 で もあ る。 所 領 経 営 は地 域 の 教 育 や 救 貧,宗 教 は い うまで もな

く,行 政 と も深 く関 係 して い た 。 別 稿 で は"1,警 察 軍 や 裁 判 所 と の密 接 な 関係

も明 らか とな った。 こ う した 地 域 の 社 会 的,政 治 的 ・軍事 的機 構 との密 接 な人

的 ・財 政 的繋 が りの上 に,地 域 の 地 主 や 大 規模 農 業 経営 者 な どの旦 那 衆=地 域

の 支配 集 団 を結 集 してい た 。.デヴ ォン シ ァ公 爵 は この旦 那衆 の上 に君 臨 してい

た ので あ る。

お そ ら く,こ こ まで は イギ リス所 領 で も同 じ事 態 が 見 られ よ う。19世 紀 後 半

に お い て もな お,土 地貴 族 は イ ギ リ ス各 地 域 の ロー ドLo■dな の で あ った 。 ま

た 地 域 の 支 配 者 が 大 都 会 ロ シ ドンの 政 界,社 交 界 で 華 や い だ 活 躍 を し,し た

が って,地 域 の 所 領 が 産 む 収 入 が ロ ン ドンに 送 金 さ れ る こ と も同 じで あ ろ う。

だが 同 じ事 態 で あ って も,ア イル ラ ン ドに あ って は違 っ た意 味 合 い を帯 びざ

る を え なか った 。 ア イ ル ラ ン ドの 土 地 と住 民 に 支配 者 と して君 臨 した の が.イギ

、ンド強で,全 額がロンドンに送金されている。 ところで,手 許に,1859年 に実施されたダンガー

ヴァンとヨール所領の資産評価調査結果ある。それによると,ダ ンガーヴァン所領は44.738ボン

ド強,ヨ ール所領は55,651ポンド強{6D年 におこなわれた再調査では63,353ポンド強)と 評価さ

れている。この調査は売却のためにおこなわれたものと考え.られ,こ の数字から売却益約10万ボ
ンドと推定 した 価 磁M偲 、6175,618幻 。

1帥Cannadine,oれ`肱.阿 知羅,前 掲 「19世紀中葉期イギ「」スにおける大土地所有貴族の企業活動.

と家産管理」。

19)前 掲拙稿。
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リス土 地 貴 族 で あ り,土 地 と住 民 の 労 働 の 成 果=富 が 流 出 す る.のが ダ ブ リ.ンで

な くロ ン ドンで あ った 。 イ ギ リスに よ る アイ ル ラ ン ド支 配 の核 心 は,い う まで

もな く軍 事 的支 配 で あ る。 同 時 に支 配 の 内 容 の 第 一 は土 地支 配 で あ った 。 土 地

の支 配 の.ヒに,住 民 とその 労 働 の 支 配,し た が って そ の労 働 の成 果 の収 奪(地

代).と 支 配(イ ギ リス市 場 め あ て の 生 産 へ の特 化),さ ら に は労 働 力 そ の もの

の 収 奪(移 民),こ う した 支 配 構 造 が あ った。 デ ヴ ォ ンシ}公 爵 に代 表 され る

.イギ,」ス土 地 貴 族 は,ま さ に この 支 配 構 造 の 第 一 の 内容 を なす 土 地 支 配 にお い

て まず イ ギ リス に よ る ア イ ル ラ ン ド支 配 を体 現 して い た の で あ る。

この ア.イル ラ ン ド支 配 を代 表 す る イギ リス 土地 貴 族 こそ,わ れ わ れ が す で に

確 認 した よ うに,イ ギ リス地 主 階 級 の な か で も最 大 規 模 の土 地 所 有 を誇 って い

て,か れ らを 中核 とす る イ ギ リ.ス土 地 寡 頭 制 が20世 紀 初 頭 まで 政 治 ・軍 事 機 構

に独 自の支 配 的地 位 を保 持 して きた こ と周 知 の とお りで あ る。

ア イ ル ラ ン ド所 領 は マ ル クス の い う よ う に,.イ ギ リ ス上 地 貴 族 に と.って,

「大 きな 富 の 源 泉 」 だ けで な く,「 最 大 の 精 神 的力=ア イ ル ラ ン ド支 配 を代 表.

す る とい う精 神 的 力 」 の 源 泉 で もあ った 。.イギ リス土 地 貴 族 は この 「最 大 の 精

神.的力 」 の獲 得 の 上 に,イ ギ リス 自体 に お け る社 会 的 ・政 治 的 地 位 を保 持 して

きた。 イ ギ リス土 地 貴 族 に と って,ア イ ル ラ ン ド所 領 は社 会 的 ・政 治 的 安 全 弁,

マ ル クス のい う.「保 塁 」 な の で あ った 。


